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１．評議会の主な意見 

平成３０年度保険料率について 

① 平均保険料率１０％を維持すべき １４支部 

○安定した制度が必要。準備金も増やすべきであり、長期的に考える必要がある。 
 
○健康保険制度及び国民の健康を守るという観点からは二者択一の場合は短期
的より長期的に見通すほうがよい。 

② 保険料率を引き下げるべき １４支部 

○財政均衡期間を法律通りの単年度収支とし、収支見通しを5年としたうえで、平
成３０年度の平均保険料率を９．７％にすることを要望する。 
 
○準備金が積みあがっているのであれば保険料率を下げてほしい。急に下げると
その後の上昇幅が大きくなるため、最小限の下げ幅でよいのではないか。 

③ ①と②の両方の意見のある支部 １９支部 

○一旦保険料率を引き下げると、引き上げにくくなる。先の協会を取り巻く情勢等
を考えると、中長期的な視点で考えたほうがよい。（三重） 
 
○協会けんぽの財政収支は、単年度収支均衡を原則としており、準備金残高が
平成２９年度末には２兆円を超える想定の中で、事業主や加入者の負担は既に限
界に達しているため、保険料率を引き下げられる時には引き下げるべきである。
（三重） 

激変緩和措置について 

① 激変緩和措置を早期に解消すべき ０支部 

①と②の両方の意見のある支部 １支部 
○激変緩和の解消を緩やかに行うと加入者・事業主に与えるインパクトが弱い。早
急に解消して、医療費削減の必要性を認識していただくべきである。 

② 激変緩和措置を計画的に解消すべき ３５支部 
○自助努力がどれだけ都道府県単位保険料率に反映されているのか明確ではな
い部分も多いため、計画的な解消を図るべきではないか。  

③ 
激変緩和措置の解消を可能な限り緩や
かにするべき 

８支部 
○全国一律の制度の中で、激変緩和がなくなってしまい、格差が拡大することがい
いのか疑問に感じる。 
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２．平成３０年度保険料率の基本的な考え方 

前 提 条 件 

１ 
公的医療保険は単年度収支均衡が原則である一方、協会けんぽは国庫補助を受けているこ
とから、その持続可能性や安定的運営を十分考慮する必要があること 

２ 負担の限界である平均保険料率１０％を可能な限り長期にわたって超えないようにすること 

３ 
協会けんぽ発足前には、保険料率の引下げにより国庫補助が減額されるという事態が起こっ
ているので、保険料率の引下げは慎重に考えなければならないこと 

判 断 条 件 

１ 医療の伸びが賃金の伸びを上回る財政構造の脆弱性が依然として解消していない 

２ 団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年度以降も高齢者医療への拠出金が増大していく 

平成３０年度保険料率は 

 平均保険料率→１０％を維持 

 激変緩和率→１０分の１．４（均等）の引き上げを厚生労働省へ要望 

 保険料率の変更時期→平成３０年４月納付分から 
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 ３．協会けんぽの収支見込（医療分） 

 



 ４．都道府県単位保険料率の設定について 
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○ 都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高
くなる。また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、
都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。 
 
○ 都道府県単位保険料率になることで、保険料率が大幅に上昇する場合には、激変
緩和措置を講じる。 
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（第1号都道府県単位保険料率） 

○第1号経費（医療給付費）に係る部分 

○支部間で①年齢調整、②所得調整、③激変緩和措置を講じる 

第1号都道府県保険料率（三重） 
（調整前） 

＝ 
支部医療給付費 

支部総報酬額 

６０，１１６百万円 
＝ 

１，２２４，０６８百万円 

＝ ４．９１％ 

第1号平均保険料率（全国） 

＝ 

全国計医療給付費 

全国総報酬額 

４，７２１，８６５百万円 

＝ 

９１，４０１，２２２百万円 

＝ ５．１７％ 

 ５-1．第1号都道府県単位保険料率 
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①年齢調整とは 

都道府県毎に地域の医療費をそのまま保険料率に反映させた場合には、年齢構成の高い県ほど医療費が高

く、保険料率が高くなる。 

そこで、年齢構成を協会の平均とした場合の医療費と、実際の支部の年齢構成との差額を算出し調整を行う。 

年齢調整額 

＝ 平均給付費 － 標準給付費 ＝ 

平均給付費 ＝ 加入者一人当たり医療給付費 × 支部加入者数 

＝ １１９，７２０円 × ５，２２９百人 

＝ ６２，５９７百万円 

標準給付費 ＝ 加入者一人当たりの医療給付費（年齢階級別） 

× 

６２，０１７百万円 ＝ 

支部加入者数（年齢階級別） 

５８０百万円 

年齢階級 
一人当たり 
医療給付費 
（円） 

三重支部 
加入者数 
(百人） 

 
標準給付費 
（百万円） 

 

0-4 178,521 258 4,606 

5-9 89,551 287 2,570 

10-14 68,424 295 2,021 

15-19 54,112 326 1,763 

20-24 50,950 369 1,881 

25-29 62,990 361 2,276 

30-34 72,147 398 2,875 

35-39 78,342 439 3,442 

40-44 86,717 517 4,483 

45-49 105,637 478 5,048 

50-54 136,184 418 5,688 

55-59 171,240 395 6,758 

60-64 215,802 345 7,436 

65-69 281,177 243 6,820 

70-74 436,176 100 4,350 

合計 5,229 62,017 

 ５-２．第1号都道府県単位保険料率（年齢調整） 
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②所得調整とは 

都道府県毎に地域の所得水準をそのまま保険料率に反映させた場合には、所得が低い都道府県ほど同じ医療

費でも保険料率が高くなる。 

そこで所得水準を協会の平均とした場合の保険料収入額と、実際の該当都道府県の所得水準に基づく保険料収

入額との差額を算出し調整を行う。 

所得調整額 

＝ 全国医療給付費 × － 

＝ ４，７２１，８６５百万円 × 

＝ ６３９百万円 

支部総報酬 

全国総報酬額 
平均給付費 

１，２２４，０６８百万円 

９１，４０１，２２２百万円 

－ ６２，５９７百万円 

 ５-３．第1号都道府県単位保険料率（所得調整） 
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第1号支部保険料率 
（激変緩和措置後） 

＝   ５．０５％ 

＝ 第1号平均保険料率 ＋ － 
第1号支部保険料率 
（激変緩和前） 

第1号平均保険料率 × 激変緩和率 

＝ ５．１７％ ＋ （５．０１％  －  ５．１７％） ×  ７．２／１０ 

③激変緩和措置とは 

全国一律の保険料率から都道府県毎の保険料率への移行に当たって、その円滑な移行を図るため、激変緩

和措置を講じた上で保険料率を設定（平成31年度まで）。 

第1号支部保険料率 
（激変緩和措置前） 

＝ 

支部医療給付費 ＋ 年齢調整額 所得調整額 ＋ 

支部総報酬額 

＝ 
６０，１１６百万円 ＋ 

６３９百万円 
＋ 

１，２２４，０６８百万円 

５８０百万円 

＝ ５．０１％ 

 ５-４．第1号都道府県単位保険料率（激変緩和措置） 

(           ) 
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（第2号都道府県単位保険料率） 

○第2号経費（現金給付費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）に係る部分 

○全国一律の保険料率 

（第3号都道府県単位保険料率） 

○第3号経費（業務経費、一般管理費、準備金積立、特別計上分、28年度精算分） 

第3号支部保険料率 ①特別計上分及び28年度精算分を除く ＝ ＋ ②特別計上分 ＋ ③28年度精算分 

＝ ０．８０％  

＝ 

９１，４０１，２２２百万円 

＝ ０．７９％ 
全国第3号経費 

全国総報酬額 

７２１，５９２百万円 
①特別計上分及び 
28年度精算分を除く 

②特別計上分 

＝ 

＝ ０．００％（支部の特別計上の額がゼロの場合はゼロとなる） 

第2号支部保険料率 ＝ 
９１，４０１，２２２百万円 

＝ ４．０７％ 
全国第2号経費 

全国総報酬額 

３，７１８，４３２百万円 
＝ 

 ６．第2号、第3号都道府県単位保険料率 

③28年度精算分 ＝ ＝ 
１，２２４，０６８百万円 

＝ ０．０１％ 
支部収支差 

支部総報酬額 

－１０５百万円 
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（収入等見込額相当率） 

○日雇いの保険料収入、雑収入、前々年度の精算分等に係る部分 

＝ 

９１，４０１，２２２百万円 
＝ ０．０２％ 

その他収入 

全国総報酬額 

２１９２０百万円 

①28年度精算分を除く ＝ 

②28年度精算分 ＝ 
＝ 

１，２２４，０６８百万円 
＝ ０．００％※ 

支部収支差 

支部総報酬額 

－１０５百万円 

収入等見込額相当率 ＋ ② 28年度精算分 ＝ ０．０２％ ① 28年度精算分を除く ＝ 

 ７.収入等見込額相当率 

※ 収支差がマイナスの場合はゼロとなる 



第１号 
都道府県単
位保険料率 
【激変緩和措置

前】 

第１号 
都道府県単
位保険料率
【激変緩和措置後】 

第２号 
都道府県単
位保険料率 

第３号 
都道府県単
位保険料率 

収入等の率 
三重支部 
保険料率 

平成 
２９年度 

５．０７％ ５．１４％ ４．２２％ ０．５8％ ▲０．０２％ ９．９２％ 

平成 
３０年度 

５．０１％ ５．０5％ ４．０７％ ０．８０％ ▲０．０２％ ９．９０％ 

※端数整理の関係上、各料率の合計と三重支部保険料率が一致しない 
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 ８．平成30年度三重支部保険料率 

平成２９年度 

９．９２％ 

平成３０年度 

９．９０％ 
0.02ポイント 

引き下げ 

○平成30年度 三重支部健康保険料率 

○三重支部健康保険料率の内訳 

主に医療分 主に保健分 
主に後期高齢者
支援金等 



９.平成30年度都道府県単位保険料率のまとめ 
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23 

三重支部 

三重支部 
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協会けんぽ収支見込（介護分） 

 １０-1．平成30年度介護保険料率について 
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1０-２．平成30年度介護保険料率について 



１１．今後のスケジュール（予定）と実務上の手続き 
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